
条例案の概要

（仮称）函館市公衆浴場法施行条例の制定について

１ 概要

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」の成立により，公衆浴場法が改正されたことに伴い，

これまで北海道が定めていた公衆浴場の設置場所の配置基準およびその構造

の基準ならびに衛生および風紀等に必要な措置について，本市の条例で定め

ようとするものです。

２ 条例で制定する内容

条例の制定にあたっては，現行の基準である北海道条例および運用実績を検

討した結果，北海道条例と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認め

られないことから，以下の項目について北海道条例と同じ内容を本市の条例で

定めることとしました。

（１）公衆浴場の設置場所の配置基準

公衆浴場の中でも普通浴場は，自家風呂を持たない人々の健康および清

潔の保持のため保健衛生上必要不可欠なものであり，また，自家風呂保有

者に対しても手軽に利用でき，ゆとりと安らぎを与えることなどから，衛

生的で快適な生活を確保し，市民生活の充実に大きく貢献するものであり，

今後ともその確保は，社会的要請になっております。

こうしたことから，北海道の条例では，普通浴場の安定的な経営を図る

ことを目的として，既設の普通浴場の浴場本屋と設置しようとする浴場本

屋との間に距離制限を設けて，普通浴場を適正に配置し，他の浴場との競

合を避けてきましたが，本市の条例においても，北海道の条例と同じ基準

を定めます。

（２）衛生および風紀等に必要な措置

公衆浴場の施設の基準として，風紀上から入浴者用の出入口，脱衣室，

洗場，浴槽および便所を男女区別して設け，乳児のための衛生的な乳児用

寝台を具備することが必要となります。

施設の構造としては，脱衣室，洗い場，浴槽について風紀上から男女専

用のものを設け，また，浴室には清潔で衛生的な湯および冷水を備え付け，

汚水が公衆衛生上支障がなく排水されて処理する構造とするなど，施設が

清潔的，衛生的に保たれる構造とすることが必要となります。

また，公衆浴場の利用者の事故防止および安全性の確保から停電等の照



明事故のための予備設備や冬期間における防寒設備を備えることが必要と

なります。

公衆浴場の清潔保持のための措置として，施設内を常に清潔に保持する

よう毎日清掃し，定期的に消毒を行い，浴室で使用する水については，水

質検査を実施し，水質基準を守ることに努めるよう義務づけすることが必

要となります。

特に浴場水については，適切な管理を怠ると，レジオネラ症等の重大な

健康障害が発生するおそれがあることから，衛生的管理に配慮することが

必要となります。

公衆浴場の施設において，こうした衛生および風紀等に必要な措置およ

びその他の措置について，北海道の条例と同じ基準を本市の条例で定めま

す。

（３）参考資料

・【別添】「公衆浴場法施行条例」（昭和２４年１月１１日北海道条例

第３号）

３ 施行日

・平成２５年４月１日を予定しています。


